
広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

す
る
。

 
 

令
和
六
年
三
月
十
八
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
条
例
第
九
号 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
一
年
広
島
県
条
例
第
三
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改

正

後

改

正

前

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

事
務

市
町

事
務

市
町

二
十
二
の
二

（
略
）

⑴
―

（
略
）

三
次
市

二
十
二
の
二

（
略
）

⑴
―

（
略
）

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と

い
う
。
）
第
百
七
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型

医
療
施
設
の
指
定
の
更
新
（
健
康

保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
三
項

後
段
の
規
定
に
よ
り
介
護
療
養
型

医
療
施
設
と
み
な
さ
れ
る
施
設
に

係
る
も
の
を
含
む
。
以
下

か
ら

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
第
百
七
条
の
二
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
旧
法
第
百
七
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養

型
医
療
施
設
の
指
定
の
更
新
に
係

る
関
係
市
町
へ
の
通
知
及
び
関
係

呉
市
及
び
三
次
市
（

呉
市
に
つ
い
て
は
⑴

か
ら
⑷
ま
で
、
⑹
か

ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事

務
を
除
く
。
）



市
町
か
ら
の
意
見
の
聴
取 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の

療
養
病
床
等
の
入
所
定
員
を
増
加

し
よ
う
と
す
る
と
き
の
指
定
の
変

更 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
第
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
指

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
開
設

者
の
住
所
等
の
変
更
の
届
出
の
受

付 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

の
開
設
者
等
に
対
す
る
報
告
等
の

命
令
、
出
頭
の
要
求
又
は
質
問
若

し
く
は
立
入
検
査 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
指

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定

辞
退
の
受
付 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療

施
設
の
開
設
者
に
対
す
る
勧
告 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
第
百
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療

施
設
の
開
設
者
が
勧
告
に
従
わ
な

い
と
き
の
公
表 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療



施
設
の
開
設
者
に
対
す
る
措
置
の

命
令 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
第
百
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療

施
設
の
開
設
者
に
対
す
る
措
置
命

令
を
し
た
旨
の
公
示 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
第
百
十
三
条
の
二
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療

施
設
に
係
る
通
知
の
受
付 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
第
百
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

の
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全

部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
第
百
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

が
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全

部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止

に
該
当
す
る
旨
の
通
知
の
受
付 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定

の
辞
退
が
あ
っ
た
、
又
は
指
定
の

取
消
し
等
を
し
た
旨
の
公
示 

 

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧

法
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型

医
療
施
設
の
指
定
の
取
消
し
又
は

指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効

力
の
停
止
（
旧
法
第
百
十
五
条
の

三
十
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命

令
に
従
わ
ず
指
定
の
取
消
し
又
は

全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停

止
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
旨
の 



通
知
を
県
か
ら
得
た
場
合
に
限
る
。 

） 

 
 

 
 

 

三
十
五 
（
略
） 

第
二
号
⑼
、
⑽
、
⒄
、

及
び

、

第
三
号
⑾
、
⒅
、
⒆
、

及
び

、

第
三
号
の
二
⑴
及
び
⑺
、
第
三
号
の

三
⑷
、
第
四
号
の
二
⑸
及
び
⑹
、
第

四
号
の
三
⑸
か
ら
⑺
ま
で
、
第
四
号

の
四
⑸
、
第
四
号
の
五
⑺
及
び
⑻
、

第
四
号
の
六
⑺
、
第
五
号
⑺
、
第
六

号
⑶
、
第
七
号
⑽
か
ら
⒀
ま
で
、
⒂
、

⒃
、

、

、

、

及
び

、
第

八
号
の
三

、
第
八
号
の
四
⑷
及
び

⑼
、
第
八
号
の
六
⑼
、
第
八
号
の
七

⑻
、
⑼
、
⑿
及
び
⒀
、
第
九
号
の
二

⑵
、
⑶
、
⑻
、
⒂
、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第

九
号
の
三
⑵
、
第
九
号
の
四
⑹
、
⑻

及
び
⑼
、
第
九
号
の
五
⑺
、
⑼
、
⑾
、

⒀
及
び
⒁
、
第
九
号
の
五
の
二
⑻
及

び
⑽
か
ら
⒀
ま
で
、
第
九
号
の
六
⒀

か
ら
⒃
ま
で
、
第
九
号
の
六
の
二

、

、

及
び

か
ら

ま
で
、
第
十

号
⑶
、
⑹
、
⑺
、
⑾
、
⒂
、

、

、

、

、

（
勧
告
を
除
く
。
）
、

、

、

及
び

、
第
十
一
号
の

二
⑷
、
第
十
一
号
の
四
⒂
、
第
十
一

号
の
四
の
二

か
ら

ま
で
、
第
十

一
号
の
五
⑻
、
第
十
二
号
⑷
、
第
十

二
号
の
二

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第
十
四
号
⑹
、

第
十
四
号
の
二
⑼
、
第
十
四
号
の
二

の
二
⑴
及
び
⑺
、
第
十
四
号
の
三
⑼
、 

第
十
五
号
⑷
、
第
十
五
号
の
二
⑹
、

⑺
及
び
⑼
、
第
十
六
号
⑽
か
ら
⒃
ま

で
、
第
十
六
号
の
二
⑸
か
ら
⑺
ま
で

及
び
⒁
、
第
十
六
号
の
二
の
二
⒇
か

ら

ま
で
、

、

か
ら

ま
で
及

び

、
第
十
六
号
の
三
⒁
、
⒂
、
⒄
、 

及
び

、
第
十
七
号
の
二
⑸
、
⑺
、 

⑼
及
び
⒂
、
第
十
七
号
の
三
⑷
、
⑻
、 

⑽
、
⒁
、
⒂
、

、

、

、

、 

、

、

及
び

、
第
十
八
号

、 

第
十
九
号
の
二
⑵
、
⑶
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第
十
九
号
の

四
⑾
、
第
二
十
号
⑸
及
び
⑺
、
第
二

十
号
の
二
⒁
、
⒂
、
⒆
、

、

、

、

、

及
び

、
第
二
十
一
号

⑾
、
⑿
、
⒇
、

、

、

、

（

勧
告
を
除
く
。
）
、

及
び

、
第

二
十
号
の
三
⑻
か
ら
⑽
ま
で
、
⒁
か

ら
⒄
ま
で
及
び

か
ら

ま
で
、
第

二
十
号
の
四
⑶
、
第
二
十
一
号
の
二

                               

（
略
） 

三
十
五 

（
略
） 

第
二
号
⑼
、
⑽
、
⒄
、

及
び

、

第
三
号
⑾
、
⒅
、
⒆
、

及
び

、

第
三
号
の
二
⑴
及
び
⑺
、
第
三
号
の

三
⑷
、
第
四
号
の
二
⑸
及
び
⑹
、
第

四
号
の
三
⑸
か
ら
⑺
ま
で
、
第
四
号

の
四
⑸
、
第
四
号
の
五
⑺
及
び
⑻
、

第
四
号
の
六
⑺
、
第
五
号
⑺
、
第
六

号
⑶
、
第
七
号
⑽
か
ら
⒀
ま
で
、
⒂
、

⒃
、

、

、

、

及
び

、
第

八
号
の
三

、
第
八
号
の
四
⑷
及
び

⑼
、
第
八
号
の
六
⑼
、
第
八
号
の
七

⑻
、
⑼
、
⑿
及
び
⒀
、
第
九
号
の
二

⑵
、
⑶
、
⑻
、
⒂
、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第

九
号
の
三
⑵
、
第
九
号
の
四
⑹
、
⑻

及
び
⑼
、
第
九
号
の
五
⑺
、
⑼
、
⑾
、

⒀
及
び
⒁
、
第
九
号
の
五
の
二
⑻
及

び
⑽
か
ら
⒀
ま
で
、
第
九
号
の
六
⒀

か
ら
⒃
ま
で
、
第
九
号
の
六
の
二

、

、

及
び

か
ら

ま
で
、
第
十

号
⑶
、
⑹
、
⑺
、
⑾
、
⒂
、

、

、

、

、

（
勧
告
を
除
く
。
）
、

、

、

及
び

、
第
十
一
号
の

二
⑷
、
第
十
一
号
の
四
⒂
、
第
十
一

号
の
四
の
二

か
ら

ま
で
、
第
十

一
号
の
五
⑻
、
第
十
二
号
⑷
、
第
十

二
号
の
二

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第
十
四
号
⑹
、

第
十
四
号
の
二
⑼
、
第
十
四
号
の
二

の
二
⑴
及
び
⑺
、
第
十
四
号
の
三
⑼
、 

第
十
五
号
⑷
、
第
十
五
号
の
二
⑹
、

⑺
及
び
⑼
、
第
十
六
号
⑽
か
ら
⒃
ま

で
、
第
十
六
号
の
二
⑸
か
ら
⑺
ま
で

及
び
⒁
、
第
十
六
号
の
二
の
二
⒇
か

ら

ま
で
、

、

か
ら

ま
で
及

び

、
第
十
六
号
の
三
⒁
、
⒂
、
⒄
、 

及
び

、
第
十
七
号
の
二
⑸
、
⑺
、 

⑼
及
び
⒂
、
第
十
七
号
の
三
⑷
、
⑻
、 

⑽
、
⒁
、
⒂
、

、

、

、

、 

、

、

及
び

、
第
十
八
号

、 

第
十
九
号
の
二
⑵
、
⑶
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第
十
九
号
の

四
⑾
、
第
二
十
号
⑸
及
び
⑺
、
第
二

十
号
の
二
⒁
、
⒂
、
⒆
、

、

、

、

、

及
び

、
第
二
十
一
号

⑾
、
⑿
、
⒇
、

、

、

、

（

勧
告
を
除
く
。
）
、

及
び

、
第

二
十
号
の
三
⑻
か
ら
⑽
ま
で
、
⒁
か

ら
⒄
ま
で
及
び

か
ら

ま
で
、
第

二
十
号
の
四
⑶
、
第
二
十
一
号
の
二

                               

（
略
） 



の
二
⑴
及
び
⑵
、
第
二
十
一
号
の
四

⑺
、
⒀
及
び
⒃
、
第
二
十
二
号
の
二

⒂
、
⒅
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及

び

、
第
二
十
三
号
の
二
⑸
、
⑼
及

び
⑾
、
第
二
十
三
号
の
四
⑶
、
第
二

十
四
号
⑹
及
び
⑺
、
第
二
十
四
号
の

二
⑽
、
⒀
、

、

、

及
び

、

第
二
十
四
号
の
三
⑶
並
び
に
第
二
十

四
号
の
三
の
三
⑵ 

 

の
二
⑴
及
び
⑵
、
第
二
十
一
号
の
四

⑺
、
⒀
及
び
⒃
、
第
二
十
二
号
の
二

⒂
、
⒅
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第
二
十
三
号

の
二
⑸
、
⑼
及
び
⑾
、
第
二
十
三
号

の
四
⑶
、
第
二
十
四
号
⑹
及
び
⑺
、

第
二
十
四
号
の
二
⑽
、
⒀
、

、

、 

及
び

、
第
二
十
四
号
の
三
⑶
並

び
に
第
二
十
四
号
の
三
の
三
⑵ 

 
 

 
 

 

第
三
条 

（
略
） 

 

第
三
条 

（
略
） 

事
務 
市
町 

事
務 

市
町 

（
建
築
基
準
法
関
係
） 

五 

（
略
） 

⑴
―
⒁ 

（
略
） 

⒂ 

政
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第

六
項
の
規
定
に
よ
る
敷
地
と
道
路

の
関
係
に
関
す
る
認
定 

⒃ 

政
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第

七
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
内
の
建

築
制
限
に
関
す
る
認
定 

 

⒄
―
⒆ 

（
略
） 

 

⒇ 

⑴
か
ら
⒆
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
法
、
政
令
、
省
令
及
び

条
例
の
施
行
に
係
る
事
務
の
う
ち
、

規
則
に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ
て
別

に
規
則
で
定
め
る
も
の 

竹
原
市
、
府
中
市
、

三
次
市
、
庄
原
市
、

大
竹
市
、
安
芸
高
田

市
、
江
田
島
市
、
府

中
町
、
海
田
町
、
熊

野
町
、
坂
町
、
安
芸

太
田
町
、
北
広
島
町
、

大
崎
上
島
町
、
世
羅

町
及
び
神
石
高
原
町

（
三
次
市
に
つ
い
て

は
、
⑵
、
⑷
及
び
⑸

に
掲
げ
る
事
務
（
政

令
第
百
四
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
も

の
（
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
限
る
。

）
、
⑺
及
び
⒀
に
掲

げ
る
事
務
（
政
令
第

百
四
十
八
条
第
三
項

第
一
号
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
も
の
並
び

に
条
例
に
基
づ
く
も

の
の
う
ち
政
令
第
百

四
十
八
条
第
一
項
に

掲
げ
る
建
築
物
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
、

⒅
及
び
⒆
に
掲
げ
る

事
務
（
政
令
第
百
四

十
八
条
第
一
項
に
掲

げ
る
建
築
物
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
並

び
に
⒇
に
掲
げ
る
事

務
（
政
令
第
百
四
十

八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
も
の
（
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、

同
条
第
三
項
第
一
号

及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
も
の
並
び
に
条
例 

（
建
築
基
準
法
関
係
） 

五 

（
略
） 

⑴
―
⒁ 

（
略
） 

      

 

⒂
―
⒄ 

（
略
） 

 

⒅ 

⑴
か
ら
⒄
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
法
、
政
令
、
省
令
及
び

条
例
の
施
行
に
係
る
事
務
の
う
ち
、

規
則
に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ
て
別

に
規
則
で
定
め
る
も
の 

竹
原
市
、
府
中
市
、

三
次
市
、
庄
原
市
、

大
竹
市
、
安
芸
高
田

市
、
江
田
島
市
、
府

中
町
、
海
田
町
、
熊

野
町
、
坂
町
、
安
芸

太
田
町
、
北
広
島
町
、

大
崎
上
島
町
、
世
羅

町
及
び
神
石
高
原
町

（
三
次
市
に
つ
い
て

は
、
⑵
、
⑷
及
び
⑸

に
掲
げ
る
事
務
（
政

令
第
百
四
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
も

の
に
限
る
。
）
、
⑺

及
び
⒀
に
掲
げ
る
事

務
（
政
令
第
百
四
十

八
条
第
二
項
第
一
号

及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
も
の
並
び
に
条
例

に
基
づ
く
も
の
の
う

ち
政
令
第
百
四
十
八

条
第
一
項
に
掲
げ
る

建
築
物
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
、
⒃
及

び
⒄
に
掲
げ
る
事
務

（
政
令
第
百
四
十
八

条
第
一
項
に
掲
げ
る

建
築
物
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
並
び
に

⒅
に
掲
げ
る
事
務
（

政
令
第
百
四
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る

も
の
、
同
条
第
二
項

第
一
号
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
も
の
並
び

に
条
例
に
基
づ
く
も

の
の
う
ち
政
令
第
百

四
十
八
条
第
一
項
に

掲
げ
る
建
築
物
に
係

る
も
の
に
限
る
。
） 



 

に
基
づ
く
も
の
の
う

ち
政
令
第
百
四
十
八

条
第
一
項
に
掲
げ
る

建
築
物
に
係
る
も
の 

に
限
る
。
）
を
除
く
。 

） 

 

 

を
除
く
。
） 

 
 

 
 

（
農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全 

に
関
す
る
法
律
関
係
） 

三
十
一 

（
略
） 

⑴
―
⑶ 

（
略
） 

広
島
市
、
呉
市
、
竹

原
市
、
尾
道
市
、
福

山
市
、
府
中
市
、
三

次
市
、
庄
原
市
、
大

竹
市
、
廿
日
市
市
、

安
芸
高
田
市
、
江
田

島
市
、
府
中
町
、
海

田
町
、
熊
野
町
、
安

芸
太
田
町
、
北
広
島

町
、
大
崎
上
島
町
、

世
羅
町
及
び
神
石
高

原
町 

 

（
農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全 

に
関
す
る
法
律
関
係
） 

三
十
一 

（
略
） 

⑴
―
⑶ 

（
略
） 

広
島
市
、
呉
市
、
竹

原
市
、
尾
道
市
、
福

山
市
、
府
中
市
、
三

次
市
、
庄
原
市
、
大

竹
市
、
廿
日
市
市
、

安
芸
高
田
市
、
江
田

島
市
、
府
中
町
、
海

田
町
、
熊
野
町
、
坂

町
、
安
芸
太
田
町
、

北
広
島
町
、
大
崎
上

島
町
、
世
羅
町
及
び

神
石
高
原
町 

 
 

 
 

 

第
二
条 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 
正 

前 

 

第
二
条 

（
略
） 

 

第
二
条 

（
略
） 

事
務 

市
町 

事
務 

市
町 

 
 

 
 

二
十
八 

削
除 

 

 

二
十
八 

食
品
衛
生
に
関
す
る
条
例
及

び
か
き
の
処
理
を
す
る
作
業
場
に
関

す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
令
和

二
年
広
島
県
条
例
第
四
十
九
号
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
廃
止
条
例
」

と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と

と
さ
れ
る
廃
止
前
の
食
品
衛
生
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
広
島
県

条
例
第
四
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
及

び
廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と

と
さ
れ
る
旧
条
例
の
施
行
の
た
め
の

規
則
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
も
の 

⑴ 

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
第
三
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
又
は

書
換
交
付 

⑵ 

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
第
三
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
位
の

広
島
市
、
呉
市
及
び

福
山
市 



承
継
の
届
出
の
受
付 

⑶ 

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
要
求

又
は
立
入
検
査 

⑷ 

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
施
設
の
整
備

改
善
の
命
令
又
は
認
定
の
取
消
し

若
し
く
は
施
設
の
使
用
の
禁
止
若

し
く
は
停
止
の
処
分 

⑸ 

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
第
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消

し
又
は
施
設
の
使
用
の
禁
止
若
し

く
は
停
止
の
処
分 

⑹ 
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
廃
止
条
例
附
則
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
の

施
行
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
規
則

に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規

則
で
定
め
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
九 

削
除 

 

 

二
十
九 

食
品
衛
生
に
関
す
る
条
例
及

び
か
き
の
処
理
を
す
る
作
業
場
に
関

す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
令
和

二
年
広
島
県
条
例
第
四
十
九
号
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
廃
止
条
例
」

と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と

と
さ
れ
る
廃
止
前
の
か
き
の
処
理
を

す
る
作
業
場
に
関
す
る
条
例
（
昭
和 

三
十
三
年
広
島
県
条
例
第
六
十
四
号
。 

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
条
例
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の
及
び
廃
止
条
例
附

則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
条

例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く

事
務
で
次
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も

の ⑴ 

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
第
四
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
位
の

承
継
の
届
出
の
受
付 

⑵ 

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
構
造
設
備
の
変
更
の

許
可 

広
島
市
、
呉
市
及
び

福
山
市 



⑶ 

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
第
九
条
の

規
定
に
よ
る
許
可
証
の
記
載
事
項

の
変
更
届
書
の
受
付 

⑷ 

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
第
十
条
の

規
定
に
よ
る
許
可
証
の
書
換
交
付 

⑸ 

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
第
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
再
交
付 

⑹ 

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
第
十
二
条

の
規
定
に
よ
る
作
業
場
廃
止
の
届

出
の
受
付 

⑺ 

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
第
十
三
条

の
規
定
に
よ
る
作
業
場
の
整
備
改

善
等
の
措
置
の
命
令 

⑻ 

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
第
十
四
条

の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
又

は
作
業
場
の
使
用
の
禁
止
若
し
く

は
停
止
の
処
分 

⑼ 

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
旧
条
例
第
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
要

求
又
は
立
入
調
査
若
し
く
は
質
問 

 
 

 
 

 

 
 
 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
一
条
の
規
定 

令
和
六
年
四
月
一
日 

二 

第
二
条
の
規
定 

令
和
六
年
六
月
一
日 

 

 




